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次

週

８

月

�

日

号

は

休

刊

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

主 な 記 事

資格のオンライン化の時期明らかに ２面

暗号資産の所得区分巡り要望 ２面

奥国税庁長官が就任会見 ３面

ふるさと納税が１兆円を突破 ３面

　

経

済

産

業

省

は

５

日

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

賃

上

げ

促

進

税

制

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

を

公

表

し

た

。

全

企

業

向

け

、

中

堅

企

業

向

け

と

な

っ

て

お

り

、

中

小

企

業

向

け

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

に

つ

い

て

は

、

同

日

時

点

で

は

公

表

さ

れ

て

い

な

い

。

６

年

度

改

正

で

は

、

マ

ル

チ

ス

テ

ー

ク

ホ

ル

ダ

ー

方

針

の

公

表

及

び

そ

の

旨

の

届

出

が

要

件

と

な

る

事

業

者

の

対

象

が

拡

大

さ

れ

て

お

り

、

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

な

ど

で

は

、

同

方

針

の

手

続

に

お

け

る

変

更

点

が

示

さ

れ

て

い

る

。

同

方

針

の

公

表

期

限

が

、

法

人

は

「

適

用

事

業

年

度

終

了

の

日

ま

で

」

に

変

更

と

な

り

、

ま

た

、

様

式

の

変

更

に

伴

い

、

す

で

に

同

方

針

を

公

表

し

て

い

る

場

合

で

も

、

６

年

４

月

１

日

以

降

に

開

始

す

る

事

業

年

度

に

つ

い

て

適

用

を

受

け

る

場

合

は

、

新

様

式

を

用

い

て

同

方

針

を

公

表

し

直

す

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

届

出

の

期

限

に

変

更

は

な

い

。

　

総

務

省

は

６

日

、

北

海

道

赤

井

川

村

か

ら

協

議

の

あ

っ

た

宿

泊

税

（

法

定

外

目

的

税

）

の

新

設

に

つ

い

て

同

日

付

で

総

務

相

が

同

意

し

た

と

発

表

し

た

。

　

同

村

の

宿

泊

税

条

例

は

令

和

７

年

４

月

１

日

の

施

行

を

予

定

し

て

い

る

。

　

宿

泊

税

新

設

の

同

意

は

今

年

に

入

っ

て

３

月

の

北

海

道

ニ

セ

コ

町

（

施

行

予

定

日

は

６

年

�

月

１

日

）

、

６

月

の

愛

知

県

常

滑

市

（

同

７

年

１

月

６

日

）

、

静

岡

県

熱

海

市

（

同

７

年

４

月

１

日

）

に

続

い

て

４

件

目

と

な

る

。

　

６

年

度

改

正

で

は

、

高

い

賃

上

げ

率

要

件

、

中

堅

企

業

向

け

措

置

、

女

性

活

躍

・

子

育

て

支

援

の

上

乗

せ

措

置

、

繰

越

控

除

制

度

（

中

小

企

業

向

け

）

の

創

設

の

ほ

か

、

マ

ル

チ

ス

テ

ー

ク

ホ

ル

ダ

ー

方

針

を

要

件

と

す

る

事

業

者

が

拡

大

さ

れ

て

い

る

。

　

同

方

針

に

関

す

る

主

な

変

更

点

は

、

①

対

象

と

な

る

事

業

者

の

拡

大

、

②

公

表

期

限

の

変

更

、

③

様

式

の

変

更

。

　

①

で

は

、

法

人

に

お

け

る

対

象

拡

大

に

加

え

、

一

部

の

個

人

事

業

主

も

追

加

と

な

っ

て

い

る

。

　

全

企

業

向

け

の

対

象

事

業

者

は

、

法

人

の

場

合

、

適

用

事

業

年

度

終

了

の

時

に

お

い

て

、

資

本

金

の

額

ま

た

は

出

資

金

の

額

が

�

億

円

以

上

か

つ

常

時

使

用

す

る

従

業

員

数

が

１

０

０

０

人

以

上

で

あ

る

法

人

ま

た

は

常

時

使

用

す

る

従

業

員

数

が

２

０

０

０

人

超

で

あ

る

法

人

、

個

人

事

業

主

の

場

合

、

適

用

年

の

�

月

�

日

に

お

い

て

、

常

時

使

用

す

る

従

業

員

数

が

２

０

０

０

人

超

で

あ

る

個

人

事

業

主

と

な

っ

て

い

る

。

　

中

堅

企

業

向

け

の

対

象

事

業

者

は

、

適

用

事

業

年

度

終

了

の

時

に

お

い

て

、

資

本

金

の

額

ま

た

は

出

資

金

の

額

が

�

億

円

以

上

か

つ

常

時

使

用

す

る

従

業

員

数

が

１

０

０

０

人

以

上

で

あ

る

法

人

と

な

っ

て

い

る

。

　

②

で

は

、

同

方

針

の

公

表

期

限

が

、

法

人

は

改

正

前

の

「

適

用

事

業

年

度

終

了

の

日

の

翌

日

か

ら

�

日

を

経

過

す

る

日

ま

で

」

か

ら

「

適

用

事

業

年

度

終

了

の

日

ま

で

」

に

変

更

と

な

り

、

個

人

事

業

主

は

「

適

用

年

の

�

月

�

日

ま

で

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

届

出

の

期

限

に

変

更

は

な

く

、

法

人

は

適

用

事

業

年

度

終

了

の

日

の

翌

日

か

ら

�

日

を

経

過

す

る

日

ま

で

、

個

人

事

業

主

は

適

用

年

の

�

月

�

日

の

翌

日

か

ら

�

日

を

経

過

す

る

日

ま

で

に

届

出

と

な

っ

て

い

る

。

　

③

の

様

式

の

変

更

で

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

導

入

に

伴

い

、

消

費

税

の

免

税

事

業

者

と

の

取

引

関

係

に

係

る

記

載

が

、

取

引

先

へ

の

配

慮

の

中

で

も

特

に

配

慮

す

べ

き

事

項

と

し

て

盛

り

込

ま

れ

た

。

新

様

式

は

同

省

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

６

年

３

月

�

日

以

前

に

開

始

す

る

適

用

事

業

年

度

に

つ

い

て

同

方

針

を

す

で

に

公

表

し

て

い

る

場

合

で

あ

っ

て

も

、

６

年

４

月

１

日

以

降

に

開

始

す

る

事

業

年

度

に

つ

い

て

税

制

の

適

用

を

受

け

る

場

合

は

、

新

様

式

を

用

い

て

同

方

針

を

公

表

し

直

す

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

６

日

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

い

る

「

財

産

評

価

基

準

書

路

線

価

図

・

評

価

倍

率

用

」

の

う

ち

、

市

街

地

農

地

等

を

評

価

す

る

場

合

に

用

い

る

「

宅

地

造

成

費

の

金

額

表

」

の

宅

地

造

成

費

の

金

額

に

一

部

誤

り

が

あ

っ

た

こ

と

を

公

表

し

、

８

日

に

正

し

い

金

額

表

を

掲

載

し

た

。

　

誤

り

が

あ

っ

た

の

は

、

令

和

６

年

分

の

関

東

信

越

国

税

局

管

内

６

県

お

よ

び

大

阪

国

税

局

２

府

４

県

の

市

街

地

農

地

等

に

適

用

さ

れ

る

も

の

（

６

年

７

月

１

日

公

開

分

）

と

、

元

年

分

の

高

松

国

税

局

管

内

４

県

の

市

街

地

農

地

等

に

適

用

さ

れ

る

も

の

（

元

年

７

月

１

日

公

開

分

）

。

　

宅

地

造

成

費

（

４

面

に

「

今

週

の

こ

と

ば

」

）

は

、

市

街

地

農

地

等

の

相

続

税

・

贈

与

税

の

評

価

額

を

計

算

す

る

と

き

に

用

い

る

。

　

誤

っ

た

宅

地

造

成

費

の

金

額

は

、

正

し

い

金

額

よ

り

過

少

で

あ

る

た

め

、

市

街

地

農

地

等

の

評

価

額

を

計

算

す

る

際

に

控

除

額

が

過

少

と

な

り

、

税

額

が

実

際

よ

り

過

大

に

算

出

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

誤

っ

た

宅

地

造

成

費

の

金

額

表

は

、

１

平

方

㍍

当

た

り

１

０

０

円

～

６

２

０

０

円

過

少

に

掲

載

し

て

い

た

。

　

こ

の

た

め

、

同

庁

は

、

す

で

に

提

出

し

た

相

続

税

・

贈

与

税

の

申

告

書

か

ら

、

誤

っ

た

金

額

表

を

利

用

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

納

税

者

に

対

し

て

は

個

別

に

連

絡

を

し

、

減

額

更

正

処

理

を

行

う

と

し

て

い

る

。

　

元

年

分

の

高

松

国

税

局

管

内

の

誤

っ

た

金

額

を

適

用

し

て

申

告

を

し

た

納

税

者

は

、

例

え

ば

、

元

年

１

月

１

日

に

死

亡

し

た

被

相

続

人

に

係

る

相

続

税

の

申

告

書

の

場

合

、

更

正

の

請

求

が

で

き

る

期

間

は

原

則

と

し

て

法

定

申

告

期

限

か

ら

５

年

以

内

の

た

め

、

今

年

の

�

月

１

日

ま

で

に

減

額

更

正

を

行

う

必

要

が

あ

る

。

　

同

庁

は

、

誤

っ

た

金

額

表

を

利

用

し

て

申

告

書

を

提

出

し

た

と

気

づ

い

た

納

税

者

は

、

早

め

に

税

務

署

へ

申

し

出

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

な

お

、

大

阪

局

と

関

信

局

に

お

い

て

、

今

回

金

額

表

に

誤

り

が

あ

っ

た

市

街

農

地

等

だ

け

で

な

く

、

純

農

地

等

も

含

め

た

農

地

全

体

の

６

年

分

相

続

税

・

贈

与

税

の

申

告

書

を

す

で

に

提

出

し

た

納

税

者

は

百

数

十

件

、

同

じ

く

高

松

局

の

元

年

の

農

地

全

体

の

納

税

者

は

約

２

０

０

０

件

と

な

っ

て

お

り

、

同

庁

は

、

今

回

の

該

当

者

は

限

定

的

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

誤

り

が

発

生

し

た

要

因

に

つ

い

て

、

同

庁

は

、

「

大

阪

局

は

、

作

成

途

中

の

誤

っ

た

フ

ァ

イ

ル

を

掲

載

し

て

し

ま

っ

た

た

め

、

関

信

局

と

高

松

局

は

金

額

を

計

算

す

る

過

程

に

お

い

て

、

参

照

す

べ

き

統

計

デ

ー

タ

の

数

値

を

誤

っ

た

た

め

」

と

説

明

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ８ �

第３６１５号
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政

府

は

、

２

０

２

４

年

骨

太

の

方

針

で

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

（

証

拠

に

基

づ

く

政

策

立

案

）

を

強

化

す

る

考

え

を

示

し

、

政

府

税

調

で

も

先

般

、

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

の

専

門

家

会

合

が

設

置

さ

れ

た

。

一

方

、

６

月

に

始

ま

っ

た

定

額

減

税

は

、

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

の

観

点

か

ら

見

て

エ

ビ

デ

ン

ス

に

基

づ

い

た

政

策

が

打

た

れ

た

の

か

★

家

計

支

援

効

果

の

疑

問

は

も

と

よ

り

、

性

急

な

実

施

と

減

税

に

こ

だ

わ

っ

た

こ

と

で

複

雑

怪

奇

な

制

度

と

な

り

、

企

業

や

地

方

自

治

体

の

事

務

負

担

は

大

き

く

、

社

会

的

コ

ス

ト

が

掛

か

り

す

ぎ

た

。

開

始

後

も

、

定

額

減

税

の

二

重

取

り

問

題

が

発

生

。

公

平

性

、

簡

素

さ

が

と

も

に

欠

如

し

て

い

る

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

★

制

度

が

始

ま

っ

て

か

ら

で

は

手

遅

れ

で

、

政

策

実

施

前

の

確

実

な

検

証

が

必

要

だ

。

日

本

の

行

政

組

織

に

お

い

て

、

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

を

機

能

さ

せ

る

こ

と

の

難

し

さ

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

が

、

本

格

化

し

て

き

た

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

が

政

府

の

政

策

現

場

に

根

付

く

こ

と

を

期

待

し

た

い

。

（

Ａ

）

　

デ

ジ

タ

ル

庁

は

２

日

、

介

護

福

祉

士

、

社

会

福

祉

士

、

精

神

保

健

福

祉

士

、

公

認

心

理

師

の

四

つ

の

資

格

で

６

日

か

ら

国

家

資

格

の

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

を

始

め

る

と

発

表

し

た

。

政

府

は

税

・

社

会

保

障

等

の

分

野

の

�

の

国

家

資

格

等

を

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

の

対

象

に

す

る

こ

と

を

決

め

て

お

り

、

今

回

の

発

表

と

あ

わ

せ

て

、

税

理

士

を

含

む

�

の

国

家

資

格

等

の

す

べ

て

で

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

が

始

ま

る

お

お

よ

そ

の

時

期

も

示

し

た

。

こ

の

う

ち

、

税

理

士

は

令

和

７

年

３

月

ご

ろ

以

降

を

予

定

し

て

い

る

。

（

１

日

）

国

税

庁

長

官

官

房

付

（

国

税

庁

課

税

部

課

税

総

括

課

審

理

室

長

）

渡

邊

　

秀

雄

国

税

庁

課

税

部

課

税

総

括

課

審

理

室

長

（

税

務

大

学

校

総

合

教

育

部

長

）

　

望

月

　

千

春

兼

税

務

大

学

校

総

合

教

育

部

長

（

税

務

大

学

校

研

究

部

長

兼

税

務

大

学

校

研

究

部

税

務

情

報

セ

ン

タ

ー

所

長

）

原

田

　

　

憲

仙

台

国

税

局

課

税

第

二

部

長

（

国

税

庁

長

官

官

房

付

・

研

究

休

職

＜

嘉

悦

大

学

教

授

＞

）

田

村

　

英

好

研

究

休

職

＜

嘉

悦

大

学

教

授

＞

（

国

税

庁

長

官

官

房

付

）

岩

佐

由

加

里

名

古

屋

国

税

局

査

察

部

長

（

国

税

庁

長

官

官

房

付

・

研

究

休

職

＜

国

立

大

学

法

人

新

潟

大

学

教

授

＞

）

上

丸

　

寛

之

研

究

休

職

＜

国

立

大

学

法

人

新

潟

大

学

教

授

＞

（

国

税

庁

長

官

官

房

付

）

角

田

　

享

介

大

阪

国

税

不

服

審

判

所

次

席

国

税

審

判

官

（

国

税

庁

長

官

官

房

付

・

研

究

休

職

＜

国

立

大

学

法

人

大

分

大

学

教

授

＞

）

米

村

　

忠

司

研

究

休

職

＜

国

立

大

学

法

人

大

分

大

学

教

授

＞

（

国

税

庁

長

官

官

房

付

）

　

　

田

代

　

　

浩

高

松

国

税

局

課

税

部

長

（

警

察

庁

長

官

官

房

企

画

官

）

小

熊

哲

一

郎

国

税

庁

課

税

部

資

産

課

税

課

課

長

補

佐

（

デ

ジ

タ

ル

庁

統

括

官

付

参

事

官

付

参

事

官

補

佐

）

久

田

　

訓

寛

　

一

般

社

団

法

人

日

本

暗

号

資

産

取

引

業

協

会

と

一

般

社

団

法

人

日

本

暗

号

資

産

ビ

ジ

ネ

ス

協

会

は

７

月

�

日

、

共

同

で

令

和

７

年

度

の

税

制

改

正

に

関

す

る

要

望

書

を

取

り

ま

と

め

た

。

こ

の

中

で

は

、

新

た

に

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

の

所

得

区

分

に

つ

い

て

、

雑

所

得

以

外

の

所

得

区

分

が

あ

り

得

る

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

よ

う

な

法

令

等

の

整

備

を

行

う

こ

と

を

要

望

。

そ

の

上

で

、

前

年

に

引

き

続

き

暗

号

資

産

取

引

に

か

か

る

利

益

へ

の

課

税

方

法

と

し

て

�

％

の

申

告

分

離

課

税

の

導

入

を

求

め

た

。

　

暗

号

資

産

の

所

得

区

分

に

つ

い

て

、

要

望

書

の

中

で

両

会

は

「

暗

号

資

産

は

時

価

の

変

動

に

よ

り

利

益

を

得

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

保

有

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

前

提

と

し

て

、

暗

号

資

産

に

関

す

る

法

令

が

作

ら

れ

て

き

た

可

能

性

が

あ

る

。

ま

た

、

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

資

産

に

該

当

し

な

い

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

は

原

則

と

し

て

雑

所

得

に

該

当

す

る

と

い

う

立

場

か

ら

税

の

執

行

等

が

行

わ

れ

て

い

る

」

と

指

摘

。

　

こ

の

点

に

関

連

し

、

譲

渡

所

得

と

は

、

「

資

産

」

の

「

譲

渡

」

に

よ

る

所

得

で

あ

る

（

所

得

税

法

�

条

１

項

）

と

さ

れ

る

が

、

こ

の

場

合

の

資

産

に

つ

い

て

、

条

文

上

、

一

部

の

資

産

を

除

外

す

る

よ

う

な

文

言

が

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

国

税

庁

は

、

資

産

の

値

上

が

り

益

が

生

じ

な

い

と

認

め

ら

れ

る

資

産

は

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

資

産

に

該

当

し

な

い

と

し

、

暗

号

資

産

は

そ

の

よ

う

な

資

産

に

該

当

す

る

と

の

見

解

を

示

し

て

い

る

と

し

た

。

　

し

か

し

、

両

会

は

暗

号

資

産

取

引

に

よ

り

生

じ

た

損

益

が

雑

所

得

（

そ

の

他

雑

所

得

）

に

区

分

さ

れ

る

こ

と

が

原

則

で

あ

る

と

い

う

国

税

庁

の

見

解

に

は

疑

問

が

あ

り

、

少

な

く

と

も

譲

渡

所

得

に

区

分

さ

れ

る

こ

と

が

一

律

に

否

定

さ

れ

る

べ

き

で

は

な

い

と

主

張

。

暗

号

資

産

の

実

態

を

踏

ま

え

た

税

制

を

構

築

す

る

観

点

か

ら

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

の

所

得

区

分

に

つ

い

て

、

販

売

目

的

（

短

期

間

に

お

け

る

継

続

的

売

買

に

よ

る

利

益

獲

得

目

的

）

以

外

で

暗

号

資

産

が

保

有

さ

れ

て

い

る

場

合

が

あ

る

こ

と

、

支

払

手

段

以

外

の

性

格

を

有

す

る

暗

号

資

産

が

あ

る

こ

と

な

ど

を

踏

ま

え

た

上

で

、

雑

所

得

以

外

の

所

得

区

分

が

あ

り

得

る

こ

と

を

明

ら

か

に

す

る

よ

う

な

法

令

等

の

整

備

が

行

わ

れ

る

こ

と

を

要

望

し

た

。

　

な

お

、

暗

号

資

産

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

が

譲

渡

所

得

に

区

分

さ

れ

る

場

合

、

譲

渡

損

失

を

他

の

種

類

の

所

得

と

損

益

通

算

さ

れ

る

こ

と

を

問

題

視

す

る

見

解

も

あ

り

得

る

が

、

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

同

所

得

を

分

離

課

税

の

対

象

と

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

よ

う

な

問

題

は

解

消

さ

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

国

内

の

暗

号

資

産

の

口

座

開

設

数

は

過

去

５

年

で

３

倍

以

上

に

増

加

し

、

今

年

５

月

末

時

点

で

１

０

３

７

万

口

座

と

な

っ

て

い

る

ほ

か

、

利

用

者

預

託

金

残

高

も

３

兆

円

を

超

え

て

お

り

、

そ

の

取

引

は

広

が

り

を

み

せ

て

い

る

。

　

国

家

資

格

等

の

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

は

各

種

資

格

手

続

の

オ

ン

ラ

イ

ン

化

や

資

格

情

報

の

連

携

等

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

図

る

も

の

。

オ

ン

ラ

イ

ン

・

デ

ジ

タ

ル

化

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

法

改

正

法

等

に

盛

り

込

ま

れ

て

お

り

、

関

連

す

る

規

定

が

５

月

�

日

に

施

行

さ

れ

、

�

の

国

家

資

格

等

が

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

利

用

事

務

に

追

加

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

実

現

す

る

運

び

と

な

っ

た

。

な

お

、

引

き

続

き

紙

に

よ

る

手

続

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

今

回

、

手

続

が

開

始

さ

れ

た

四

つ

の

資

格

を

除

く

�

の

国

家

資

格

等

で

の

開

始

時

期

は

、

大

き

く

三

つ

に

分

け

て

示

さ

れ

て

い

る

。

　

医

師

、

歯

科

医

師

、

保

健

師

、

助

産

師

、

看

護

師

、

管

理

栄

養

士

、

社

会

保

険

労

務

士

な

ど

�

の

資

格

が

今

年

�

月

ご

ろ

以

降

、

税

理

士

の

ほ

か

、

准

看

護

師

、

栄

養

士

な

ど

�

の

資

格

が

７

年

３

月

ご

ろ

以

降

、

司

法

試

験

、

特

定

社

会

保

険

労

務

士

、

行

政

書

士

、

調

理

師

、

教

員

、

理

容

師

、

美

容

師

な

ど

�

資

格

が

７

年

度

ご

ろ

以

降

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

手

続

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

か

ら

行

い

、

オ

ン

ラ

イ

ン

化

を

開

始

し

た

国

家

資

格

等

を

取

得

し

て

お

り

、

電

子

証

明

書

が

有

効

な

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

持

っ

て

い

る

人

が

利

用

で

き

る

。

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

で

自

身

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

と

国

家

資

格

の

情

報

を

連

携

す

る

た

め

の

設

定

（

初

期

設

定

）

を

す

る

こ

と

で

、

保

有

す

る

国

家

資

格

に

関

す

る

各

種

申

請

が

可

能

と

な

る

ほ

か

、

デ

ジ

タ

ル

資

格

者

証

を

取

得

で

き

る

。

　

こ

の

う

ち

、

デ

ジ

タ

ル

資

格

者

証

は

提

示

さ

れ

た

資

格

者

証

の

有

効

性

お

よ

び

真

正

性

を

検

証

す

る

も

の

。

資

格

保

有

者

が

提

示

・

提

出

し

た

デ

ジ

タ

ル

資

格

者

証

に

付

さ

れ

た

二

次

元

コ

ー

ド

を

検

証

者

側

が

デ

ジ

タ

ル

資

格

者

証

の

検

証

サ

イ

ト

で

読

み

取

り

、

資

格

の

有

効

性

と

真

正

性

（

改

ざ

ん

な

ど

が

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

）

を

検

証

す

る

。

　

対

面

に

よ

る

デ

ジ

タ

ル

資

格

者

証

の

提

示

や

、

メ

ー

ル

へ

の

資

格

者

証

デ

ー

タ

の

添

付

、

印

刷

し

た

資

格

者

証

の

対

面

で

の

提

出

、

印

刷

し

た

資

格

者

証

の

郵

送

で

の

提

出

と

い

っ

た

方

法

で

活

用

す

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

７

月

５

日

付

で

国

税

庁

長

官

に

就

任

し

た

奥

達

雄

氏

は

こ

の

ほ

ど

、

国

税

庁

潮

見

坂

ク

ラ

ブ

と

の

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

奥

長

官

は

、

重

要

な

課

題

の

一

つ

と

位

置

付

け

て

い

る

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

（

Ｄ

Ｘ

）

の

取

組

み

の

ほ

か

、

定

額

減

税

の

対

応

や

導

入

か

ら

１

年

を

迎

え

る

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

現

状

と

今

後

の

対

応

な

ど

に

つ

い

て

語

っ

た

（

詳

細

を

電

子

版

に

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　

奥

達

雄

（

お

く

・

た

つ

お

）

氏

の

略

歴

　

平

成

２

年

大

蔵

省

入

省

。

８

年

近

江

八

幡

税

務

署

長

、

�

年

外

務

省

在

ロ

シ

ア

日

本

国

大

使

館

一

等

書

記

官

、

�

年

主

計

局

総

務

課

長

、

令

和

２

年

近

畿

財

務

局

長

、

３

年

主

計

局

次

長

、

４

年

大

臣

官

房

総

括

審

議

官

、

５

年

理

財

局

長

な

ど

を

歴

任

。

昭

和

�

年

生

ま

れ

、

京

都

府

出

身

。

座

右

の

銘

は

、

「

雨

垂

れ

石

を

穿

つ

」

。

趣

味

は

読

書

、

音

楽

鑑

賞

、

テ

ニ

ス

。

　

―

―

就

任

の

抱

負

　

国

税

組

織

に

と

っ

て

一

番

大

切

な

使

命

は

「

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

を

適

正

か

つ

円

滑

に

実

現

す

る

」

、

そ

れ

を

お

支

え

す

る

こ

と

が

国

税

庁

の

一

番

大

切

な

使

命

で

あ

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

私

ど

も

と

し

て

は

、

変

化

す

る

経

済

社

会

に

即

し

て

納

税

環

境

の

整

備

や

効

率

的

な

仕

事

を

行

い

、

納

税

者

の

方

々

の

期

待

に

応

え

ら

れ

る

よ

う

に

取

り

組

む

必

要

が

あ

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

こ

の

た

め

に

は

、

「

デ

ジ

タ

ル

化

」

を

業

務

の

中

に

し

っ

か

り

取

り

込

ん

で

い

く

、

そ

れ

が

と

て

も

大

き

な

課

題

に

な

っ

て

い

る

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

化

に

よ

り

、

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

が

わ

ざ

わ

ざ

税

務

署

に

行

か

な

く

て

も

で

き

る

よ

う

に

な

る

・

完

結

す

る

と

い

う

将

来

像

を

目

指

し

て

、

納

税

者

目

線

に

立

ち

、

こ

れ

ま

で

も

幾

度

も

改

善

を

重

ね

て

き

て

い

る

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

さ

ら

な

る

利

便

性

の

向

上

に

向

け

て

取

り

組

む

こ

と

が

、

納

税

者

の

方

々

に

と

っ

て

の

利

便

性

向

上

と

い

う

面

で

の

デ

ジ

タ

ル

化

で

す

。

ま

た

、

私

ど

も

の

仕

事

と

し

て

も

、

デ

ー

タ

活

用

の

徹

底

と

い

う

も

の

を

通

じ

て

課

税

・

徴

収

の

事

務

の

効

率

化

や

高

度

化

を

進

め

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

―

―

定

額

減

税

の

対

応

　

定

額

減

税

が

６

月

か

ら

始

ま

り

、

源

泉

徴

収

義

務

者

の

方

の

ご

協

力

を

い

た

だ

き

な

が

ら

実

施

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

　

定

額

減

税

を

実

施

し

て

い

く

上

で

一

番

大

切

な

の

は

正

し

い

情

報

提

供

で

す

。

源

泉

徴

収

義

務

者

の

方

に

対

す

る

周

知

広

報

と

し

て

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

「

定

額

減

税

特

設

サ

イ

ト

」

を

開

設

す

る

と

と

も

に

「

給

与

支

払

者

向

け

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

」

を

設

置

し

、

源

泉

徴

収

義

務

者

の

方

か

ら

の

相

談

に

個

別

に

対

応

す

る

ほ

か

、

説

明

会

を

全

国

で

約

４

６

０

０

回

開

催

す

る

な

ど

の

対

応

を

行

っ

て

き

ま

し

た

。

　

ま

た

、

個

人

の

納

税

者

の

皆

さ

ま

に

つ

い

て

も

周

知

広

報

が

大

事

で

す

の

で

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

等

を

活

用

し

た

周

知

広

報

の

ほ

か

、

予

定

納

税

対

象

者

に

対

す

る

諸

手

続

の

案

内

の

個

別

送

付

を

実

施

し

て

い

ま

す

。

年

明

け

に

は

令

和

６

年

分

確

定

申

告

期

が

来

ま

す

の

で

、

そ

れ

に

向

け

て

相

談

体

制

の

拡

充

等

を

実

施

す

る

こ

と

と

し

て

い

ま

す

。

　

今

後

は

、

年

末

調

整

や

確

定

申

告

な

ど

に

向

け

て

、

関

係

省

庁

と

も

連

携

し

な

が

ら

、

納

税

者

の

皆

さ

ま

に

寄

り

添

っ

た

丁

寧

な

対

応

を

心

掛

け

て

い

き

た

い

と

思

っ

て

お

り

ま

す

。

　

―

―

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

現

状

と

今

後

の

対

応

　

制

度

導

入

後

、

確

定

申

告

が

年

明

け

に

初

め

て

あ

り

ま

し

た

が

、

順

調

な

提

出

状

況

で

あ

っ

た

と

聞

い

て

お

り

ま

す

。

　

関

係

す

る

事

業

者

の

方

々

、

関

係

省

庁

も

さ

ま

ざ

ま

あ

る

の

で

、

政

府

全

体

と

し

て

の

取

組

み

も

行

っ

て

い

ま

す

。

例

え

ば

中

小

企

業

庁

で

は

、

Ｉ

Ｔ

導

入

補

助

金

に

よ

る

小

規

模

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

支

援

も

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

円

滑

な

定

着

に

資

す

る

と

思

い

ま

す

。

ま

た

、

財

務

省

全

体

で

言

え

ば

、

い

わ

ゆ

る

「

２

割

特

例

」

を

導

入

し

て

税

負

担

・

事

務

負

担

の

軽

減

に

も

配

慮

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

　

現

在

、

順

調

に

進

ん

で

い

る

と

思

い

ま

す

が

、

こ

れ

か

ら

も

制

度

の

円

滑

な

定

着

に

向

け

て

事

業

者

の

方

々

の

立

場

に

立

ち

、

丁

寧

に

対

応

し

て

ま

い

り

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

―

―

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

の

取

組

み

に

つ

い

て

　

一

番

大

切

な

課

題

の

一

つ

と

位

置

付

け

て

い

る

も

の

が

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

化

で

す

。

　

デ

ジ

タ

ル

化

は

３

本

柱

が

あ

り

、

第

一

が

「

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

」

、

第

二

が

「

課

税

・

徴

収

の

効

率

化

・

高

度

化

」

、

第

三

が

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

の

促

進

」

で

す

。

こ

れ

ら

を

３

本

の

柱

と

し

て

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

を

推

進

し

て

い

ま

す

。

　

第

一

の

柱

の

「

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

」

は

、

例

え

ば

、

５

年

分

の

確

定

申

告

か

ら

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

と

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

連

携

に

よ

り

、

オ

ン

ラ

イ

ン

で

提

出

さ

れ

た

給

与

情

報

を

申

告

書

へ

自

動

入

力

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

り

ま

し

た

。

今

後

も

バ

ー

ジ

ョ

ン

ア

ッ

プ

し

て

納

税

者

の

方

々

に

と

っ

て

便

利

な

改

善

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

第

２

の

柱

の

「

課

税

・

徴

収

の

効

率

化

・

高

度

化

」

は

、

効

果

的

な

税

務

調

査

や

滞

納

整

理

に

つ

な

が

る

よ

う

、

デ

ー

タ

分

析

や

こ

れ

か

ら

相

当

の

発

展

が

期

待

さ

れ

る

Ａ

Ｉ

の

活

用

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

た

い

と

思

い

ま

す

。

　

第

３

の

柱

の

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

促

進

」

は

、

事

業

者

の

方

々

の

デ

ジ

タ

ル

化

は

社

会

の

Ｉ

Ｔ

化

と

し

て

別

途

、

進

ん

で

い

ま

す

が

、

こ

れ

と

歩

調

を

合

わ

せ

、

税

務

行

政

で

も

、

事

業

者

の

方

々

が

会

計

・

経

理

全

体

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

進

め

る

こ

と

で

、

単

純

誤

り

の

防

止

に

つ

な

が

り

、

ま

た

、

正

確

性

が

向

上

し

事

務

の

効

率

化

に

も

つ

な

が

り

ま

す

。

　

今

後

と

も

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

に

向

け

、

必

要

な

施

策

を

し

っ

か

り

進

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

総

務

省

は

２

日

、

令

和

５

年

度

の

ふ

る

さ

と

納

税

の

受

入

額

（

寄

附

額

）

や

受

入

件

数

（

寄

附

件

数

）

を

発

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

受

入

額

は

前

年

度

比

�

・

８

％

増

の

約

１

兆

１

１

７

５

億

円

、

受

入

件

数

は

同

�

・

７

％

増

の

約

５

８

９

５

万

件

で

、

い

ず

れ

も

過

去

最

高

だ

っ

た

。

受

入

額

が

過

去

最

高

と

な

る

の

は

４

年

連

続

で

、

初

め

て

１

兆

円

を

突

破

し

た

（

８

面

に

関

連

記

事

）

。

　

受

入

額

が

多

か

っ

た

市

町

村

の

ト

ッ

プ

は

宮

崎

県

都

城

市

で

約

１

９

３

億

円

を

集

め

た

。

都

城

市

が

ト

ッ

プ

と

な

る

の

は

２

年

連

続

。

２

位

は

北

海

道

紋

別

市

の

約

１

９

２

億

円

、

（

前

年

２

位

）

、

３

位

は

大

阪

府

泉

佐

野

市

の

約

１

７

５

億

円

（

同

５

位

）

、

４

位

は

北

海

道

白

糠

町

の

約

１

６

７

億

円

（

同

４

位

）

、

５

位

は

北

海

道

別

海

町

の

約

１

３

９

億

円

（

同

�

位

）

だ

っ

た

。

上

位

５

市

町

村

は

、

農

林

、

畜

産

、

漁

業

な

ど

第

一

次

産

業

が

盛

ん

な

地

域

が

目

立

っ

た

。

ま

た

、

３

位

の

泉

佐

野

市

は

元

年

度

の

受

入

額

ト

ッ

プ

で

、

一

時

ふ

る

さ

と

納

税

の

対

象

か

ら

外

さ

れ

て

い

た

が

、

復

帰

後

、

徐

々

に

順

位

を

上

げ

て

き

た

。

　

他

方

、

都

市

部

の

市

町

村

で

も

上

位

に

入

る

と

こ

ろ

も

あ

り

、

名

古

屋

市

は

約

１

１

７

億

円

で

７

位

、

京

都

市

は

約

１

０

０

億

円

で

�

位

に

食

い

込

ん

だ

。

　

ふ

る

さ

と

納

税

は

指

定

基

準

を

定

め

た

告

示

と

Ｑ

＆

Ａ

を

総

務

省

が

６

月

末

に

改

正

し

、

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

経

由

で

寄

附

者

に

ポ

イ

ン

ト

等

を

付

与

す

る

行

為

が

実

質

的

に

禁

止

さ

れ

る

こ

と

な

ど

が

決

ま

っ

て

い

る

。

ポ

イ

ン

ト

等

の

付

与

の

実

質

禁

止

は

来

年

�

月

１

日

か

ら

適

用

と

な

る

が

、

そ

の

他

の

改

正

項

目

で

あ

る

全

国

展

開

を

し

て

い

る

宿

泊

施

設

で

の

宿

泊

券

や

自

治

体

と

の

関

連

性

が

希

薄

な

飲

食

店

の

利

用

券

等

、

１

人

に

つ

き

１

泊

５

万

円

超

の

宿

泊

券

の

返

礼

品

か

ら

の

除

外

な

ど

は

今

年

�

月

１

日

か

ら

適

用

さ

れ

る

。

例

え

ば

、

１

０

０

万

円

の

寄

附

に

対

す

る

�

万

円

相

当

の

高

級

旅

館

の

１

泊

２

日

の

ペ

ア

宿

泊

券

（

１

人

１

泊

�

万

円

相

当

）

は

�

月

以

降

、

ふ

る

さ

と

納

税

の

対

象

と

な

る

返

礼

品

に

で

き

な

く

な

る

。

　

い

ず

れ

の

改

正

も

、

寄

附

総

額

の

う

ち

、

実

際

に

自

治

体

に

渡

る

金

額

を

増

や

す

た

め

の

施

策

と

な

る

が

、

寄

附

を

す

る

側

と

し

て

は

、

ふ

る

さ

と

納

税

に

よ

っ

て

得

ら

れ

る

メ

リ

ッ

ト

の

縮

小

に

つ

な

が

る

。

今

回

の

改

正

が

６

年

度

以

降

の

寄

附

金

額

に

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

る

か

注

目

さ

れ

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

筆

者

は

昭

和

�

年

生

で

、

�

年

�

月

８

日

太

平

洋

戦

争

開

戦

、

�

年

８

月

�

日

無

条

件

降

伏

、

�

年

４

月

�

日

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

講

和

条

約

発

効

・

独

立

回

復

ま

で

の

連

合

軍

占

領

時

代

を

幼

少

期

で

は

あ

っ

た

が

体

験

し

た

。

戦

時

中

の

父

の

ビ

ル

マ

占

領

司

政

の

一

員

と

し

て

の

単

身

赴

任

、

疎

開

し

た

仙

台

で

の

�

年

３

月

大

空

襲

、

８

月

�

日

昭

和

天

皇

の

玉

音

放

送

を

正

座

し

て

聞

い

た

記

憶

が

あ

る

（

内

容

は

分

か

ら

な

か

っ

た

が

）

。

親

族

に

は

戦

没

者

も

出

て

い

る

。

戦

後

占

領

下

で

は

、

食

糧

難

で

常

時

ひ

も

じ

か

っ

た

こ

と

、

家

族

と

農

家

へ

の

買

出

、

預

金

封

鎖

・

新

円

切

替

、

極

東

裁

判

、

激

し

い

イ

ン

フ

レ

な

ど

記

憶

し

て

い

る

。

今

で

は

、

敗

戦

・

占

領

の

悲

惨

さ

は

知

識

と

し

て

は

あ

っ

て

も

、

体

験

者

は

少

な

く

な

っ

た

。

終

戦

記

念

日

を

機

会

に

、

改

め

て

、

戦

争

で

失

っ

た

も

の

、

得

た

も

の

を

振

り

返

っ

て

み

た

い

。

　

戦

没

者

は

３

１

０

万

人

（

軍

人

軍

属

２

３

０

万

（

比

、

中

各

�

万

）

）

、

民

間

人

�

万

（

外

地

�

万

、

内

地

�

万

（

東

京

�

万

、

沖

縄

９

・

４

万

、

広

島

８

・

６

万

、

長

崎

２

・

６

万

）

）

。

世

界

で

は

戦

没

者

５

千

万

（

ソ

連

２

千

万

、

中

国

８

２

０

万

、

独

７

０

０

万

、

日

３

１

０

万

、

仏

�

万

、

英

�

万

、

米

�

万

）

と

い

わ

れ

る

。

　

日

本

は

台

湾

、

朝

鮮

、

南

樺

太

、

北

方

領

土

、

千

島

、

南

太

平

洋

諸

島

の

領

土

を

失

い

、

そ

れ

ら

の

地

や

中

国

大

陸

な

ど

の

在

外

資

産

を

失

っ

た

。

国

内

主

要

都

市

は

空

爆

で

焦

土

と

化

し

、

当

時

の

国

富

の

４

分

の

１

の

６

５

３

億

円

（

現

在

価

値

お

よ

そ

８

０

０

兆

円

と

さ

れ

る

）

を

失

っ

た

。

戦

争

で

日

本

の

占

領

地

の

人

々

は

様

々

な

被

害

を

被

り

、

戦

犯

裁

判

、

戦

後

賠

償

、

謝

罪

に

つ

な

が

っ

た

。

　

占

領

軍

の

目

的

は

日

本

の

非

軍

事

化

と

民

主

化

に

あ

っ

た

。

戦

犯

逮

捕

・

陸

海

軍

解

体

な

ど

非

軍

事

化

、

極

東

軍

事

裁

判

（

勝

者

に

よ

る

報

復

、

Ａ

級

戦

犯

�

人

逮

捕

、

７

人

死

刑

、

ほ

と

ん

ど

が

終

身

禁

固

刑

、

Ｂ

Ｃ

級

戦

犯

お

よ

そ

２

・

５

万

人

逮

捕

、

現

地

法

廷

で

裁

か

れ

お

よ

そ

千

人

死

刑

）

、

天

皇

神

格

否

定

・

貴

族

制

廃

止

・

憲

法

改

正

・

家

制

度

廃

止

、

政

党

復

活

・

公

職

追

放

・

財

閥

解

体

、

教

育

改

革

・

農

地

解

放

な

ど

い

わ

ゆ

る

民

主

化

占

領

政

策

が

昭

和

�

～

�

年

に

矢

継

ぎ

早

に

行

わ

れ

た

。

�

年

以

降

中

ソ

共

産

勢

力

の

増

大

、

世

界

情

勢

の

変

化

に

よ

り

占

領

政

策

の

重

点

は

経

済

復

興

に

移

っ

た

。

�

年

６

月

朝

鮮

戦

争

（

金

日

成

北

朝

鮮

が

�

度

線

を

超

え

て

侵

攻

）

勃

発

、

�

年

９

月

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

対

日

講

和

条

約

・

日

米

安

保

条

約

調

印

、

�

年

４

月

�

日

独

立

回

復

と

な

っ

た

。

そ

の

後

の

日

本

は

民

主

主

義

国

と

し

て

西

側

陣

営

の

一

員

に

属

し

、

経

済

大

国

と

し

て

復

活

し

た

。

　

民

主

主

義

体

制

で

は

、

主

権

者

と

し

て

国

民

は

権

利

と

共

に

義

務

を

負

う

。

主

権

者

と

し

て

の

見

識

が

必

要

で

あ

る

。

さ

も

な

い

と

民

主

政

治

は

衆

愚

政

治

に

陥

る

。

我

が

国

の

昨

今

の

ポ

ピ

ュ

リ

ズ

ム

の

風

潮

、

投

票

率

の

低

さ

な

ど

に

は

国

民

の

民

主

主

義

の

理

解

に

疑

問

を

感

じ

る

。

ま

た

、

占

領

時

代

制

定

の

憲

法

に

は

、

前

文

、

条

文

に

国

際

・

国

内

の

現

状

に

は

そ

ぐ

わ

な

い

も

の

が

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

、

憲

法

改

正

は

必

然

の

課

題

で

あ

ろ

う

。

　

戦

争

は

避

け

ね

ば

な

ら

な

い

こ

と

は

先

の

経

験

か

ら

も

明

ら

か

で

あ

る

が

、

避

け

ら

れ

な

い

場

合

に

は

、

冷

静

客

観

的

に

判

断

、

敗

者

に

な

っ

て

は

な

ら

な

い

。

（

匡

）

　

宅

地

造

成

費

は

、

農

地

や

山

林

、

原

野

な

ど

の

土

地

を

宅

地

に

転

用

す

る

場

合

に

通

常

必

要

と

認

め

ら

れ

る

費

用

を

算

定

し

た

も

の

。

　

市

街

地

農

地

等

に

該

当

す

る

土

地

の

評

価

額

の

計

算

方

法

と

し

て

、

そ

の

農

地

が

宅

地

で

あ

る

と

し

た

場

合

の

価

額

を

比

準

し

た

方

式

（

宅

地

比

準

方

式

）

が

あ

る

。

市

街

地

農

地

の

評

価

額

を

、

宅

地

比

準

方

式

で

計

算

す

る

際

は

、

そ

の

農

地

が

宅

地

で

あ

る

と

し

た

場

合

の

１

平

方

㍍

当

た

り

の

価

額

か

ら

、

１

平

方

㍍

当

た

り

の

宅

地

造

成

費

を

控

除

し

た

金

額

に

、

そ

の

農

地

の

地

積

を

乗

じ

て

計

算

す

る

。

　

１

平

方

㍍

当

た

り

の

宅

地

造

成

費

の

標

準

金

額

は

、

各

国

税

局

の

財

産

評

価

基

準

書

に

「

平

坦

地

」

・

「

傾

斜

地

」

の

区

分

に

よ

り

示

さ

れ

、

「

平

坦

地

」

の

宅

地

造

成

費

は

、

整

地

費

、

伐

採

・

抜

根

費

、

地

盤

改

良

費

、

土

盛

費

、

土

止

費

が

あ

る

。

「

傾

斜

地

」

の

宅

地

造

成

費

は

、

宅

地

造

成

に

要

す

る

す

べ

て

の

費

用

（

伐

採

・

抜

根

費

を

除

く

）

を

含

め

て

算

定

し

、

傾

斜

度

が

高

く

な

る

ほ

ど

金

額

が

大

き

く

な

る

。

　

財

務

省

は

１

日

、

６

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

。

　

そ

れ

に

よ

る

と

、

前

年

同

月

比

�

・

５

％

増

の

２

兆

７

２

７

８

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

２

・

３

％

増

の

２

兆

９

６

０

８

億

円

だ

っ

た

。

予

算

額

�

兆

６

０

８

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

４

・

３

％

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

源

泉

徴

収

分

は

、

引

き

続

き

親

子

間

配

当

の

源

泉

徴

収

の

取

り

止

め

の

制

度

変

更

の

影

響

に

よ

り

配

当

税

収

が

減

少

し

同

�

・

９

％

減

の

１

兆

２

９

４

６

億

円

で

、

申

告

分

と

合

わ

せ

た

所

得

税

収

は

、

同

�

・

４

％

減

の

１

兆

３

３

６

７

億

円

だ

っ

た

。

　

法

人

税

は

、

４

月

期

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

�

月

期

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

の

収

納

が

中

心

で

、

好

調

な

企

業

業

績

に

よ

り

同

�

・

１

％

増

の

２

７

８

２

億

円

と

増

加

し

た

。

　

消

費

税

は

、

前

年

同

月

は

輸

出

企

業

へ

の

還

付

金

に

よ

り

マ

イ

ナ

ス

だ

っ

た

が

、

そ

の

還

付

金

が

剥

落

し

た

こ

と

か

ら

、

２

２

３

３

億

円

と

マ

イ

ナ

ス

か

ら

プ

ラ

ス

に

転

じ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

相

続

税

は

、

同

�

・

８

％

減

の

２

４

１

７

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

こ

の

ほ

ど

、

同

省

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

年

間

権

利

行

使

価

額

の

限

度

額

が

引

き

上

げ

ら

れ

た

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

に

つ

い

て

、

年

間

権

利

行

使

価

額

の

限

度

額

に

お

け

る

端

数

の

計

算

方

法

を

公

表

し

た

。

　

そ

れ

に

よ

る

と

、

権

利

行

使

価

額

を

２

ま

た

は

３

で

除

し

て

計

算

し

た

金

額

を

算

出

す

る

に

あ

た

り

、

１

回

の

権

利

行

使

に

お

け

る

権

利

行

使

価

額

の

合

計

額

ご

と

に

２

ま

た

は

３

で

除

し

た

金

額

に

１

円

未

満

の

端

数

が

生

じ

る

場

合

に

は

、

１

円

未

満

を

切

り

上

げ

て

算

出

す

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

こ

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

に

確

認

済

み

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

計

算

方

法

と

し

て

事

例

が

二

つ

掲

載

さ

れ

て

お

り

、

例

１

は

「

権

利

者

が

１

株

当

た

り

の

権

利

行

使

額

１

０

０

円

、

１

０

０

０

０

株

分

の

権

利

行

使

を

す

る

と

き

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

東

京

都

内

の

日

本

税

理

士

会

館

に

新

潟

会

計

ビ

ジ

ネ

ス

専

門

学

校

の

学

生

を

迎

え

、

税

理

士

制

度

に

つ

い

て

の

講

義

を

行

っ

た

。

同

専

門

学

校

が

国

内

研

修

旅

行

の

一

環

と

し

て

日

税

連

を

訪

問

し

た

も

の

で

、

�

人

の

学

生

が

参

加

し

た

。

　

日

税

連

か

ら

は

髙

橋

俊

行

常

務

理

事

＝

写

真

、

市

木

雅

之

理

事

が

講

師

と

し

て

登

壇

、

①

税

理

士

の

業

務

、

②

税

理

士

制

度

の

概

要

と

歴

史

、

③

日

税

連

・

税

理

士

会

の

組

織

な

ど

に

つ

い

て

講

義

を

行

っ

た

他

、

最

近

の

税

理

士

業

界

を

取

り

巻

く

ト

ピ

ッ

ク

と

し

て

、

昨

年

�

月

の

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

開

始

、

令

和

４

年

の

税

理

士

法

改

正

に

よ

る

税

理

士

試

験

の

受

験

資

格

要

件

の

緩

和

、

税

理

士

の

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

、

Ａ

Ｉ

と

税

理

士

の

共

存

な

ど

に

つ

い

て

説

明

を

行

っ

た

。

　

講

義

後

に

寄

せ

ら

れ

た

学

生

か

ら

の

感

想

で

は

「

税

理

士

は

資

格

を

取

得

し

て

ゴ

ー

ル

で

は

な

く

、

資

格

取

得

後

も

学

び

続

け

る

姿

勢

が

大

切

で

あ

る

と

感

じ

た

」

「

税

理

士

試

験

は

受

験

資

格

要

件

の

ハ

ー

ド

ル

が

高

い

と

思

っ

て

い

た

が

、

緩

和

さ

れ

た

こ

と

を

知

っ

て

興

味

が

沸

い

た

」

な

ど

の

声

が

寄

せ

ら

れ

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

最

近

、

国

税

Ｏ

Ｂ

の

人

た

ち

が

共

同

で

発

刊

し

た

書

の

中

に

、

納

税

者

と

税

務

当

局

の

関

係

の

あ

り

方

に

つ

い

て

、

「

納

税

者

と

税

務

当

局

は

対

立

関

係

に

あ

る

の

で

は

な

く

、

相

互

に

理

解

し

、

協

力

す

る

関

係

で

あ

る

こ

と

が

理

想

で

あ

る

」

旨

の

一

節

が

あ

る

。

こ

の

書

の

学

者

の

方

々

は

、

私

も

よ

く

存

じ

て

い

る

方

も

お

り

、

そ

れ

ぞ

れ

税

務

行

政

に

貢

献

さ

れ

て

き

た

人

た

ち

で

あ

る

。

　

私

自

身

、

若

い

頃

は

、

こ

の

よ

う

な

税

務

執

行

の

理

想

論

を

考

え

、

そ

れ

を

実

務

で

実

践

し

よ

う

と

試

み

た

こ

と

も

あ

っ

た

。

し

か

し

、

そ

れ

は

、

「

あ

っ

た

」

と

い

う

過

去

形

の

話

で

あ

り

、

今

で

は

、

長

い

実

務

経

験

を

通

し

て

、

納

税

者

と

税

務

当

局

は

、

必

然

的

に

対

立

す

る

関

係

に

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

た

だ

し

、

そ

の

対

立

関

係

は

、

相

互

の

立

場

を

理

解

で

き

る

「

公

正

な

も

の

」

で

あ

っ

て

ほ

し

い

と

願

っ

て

い

る

。

　

私

自

身

、

納

税

者

の

一

人

で

あ

る

が

、

一

人

の

国

民

と

し

て

、

国

家

（

共

同

社

会

）

を

存

続

さ

せ

る

重

要

性

は

十

分

認

識

し

て

お

り

、

憲

法

の

規

定

を

待

つ

ま

で

も

な

く

、

納

税

の

義

務

を

果

た

す

こ

と

に

何

の

躊

躇

も

な

く

、

そ

れ

を

実

践

し

て

き

た

つ

も

り

で

あ

る

。

そ

し

て

、

多

く

の

納

税

者

も

、

そ

う

考

え

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

も

っ

と

も

、

現

在

の

税

制

や

税

務

執

行

に

は

、

多

く

の

疑

問

を

持

っ

て

お

り

、

決

し

て

満

足

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

　

と

こ

ろ

で

、

前

回

で

は

、

「

租

税

法

律

主

義

は

節

税

の

巣

？

」

と

題

し

、

「

租

税

法

律

主

義

」

と

言

っ

て

も

、

各

税

法

が

全

て

の

課

税

関

係

を

定

め

て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

ほ

と

ん

ど

の

課

税

物

件

が

私

法

上

の

経

済

取

引

等

の

成

果

（

利

得

）

を

基

礎

に

し

て

い

る

こ

と

を

述

べ

た

。

そ

し

て

、

私

法

の

分

野

で

は

、

契

約

自

由

の

原

則

が

支

配

し

て

い

る

か

ら

、

公

序

良

俗

に

反

し

な

い

限

り

、

い

か

な

る

契

約

（

取

引

）

も

可

能

に

な

る

。

　

こ

の

場

合

、

納

税

者

の

ほ

と

ん

ど

が

、

生

活

の

糧

を

得

る

こ

と

等

を

目

的

に

経

済

活

動

を

行

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

の

経

済

活

動

の

目

的

は

利

益

の

最

大

化

に

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

利

益

は

、

収

入

か

ら

費

用

（

コ

ス

ト

）

の

差

で

あ

る

か

ら

、

収

入

の

最

大

化

と

コ

ス

ト

の

最

小

化

を

図

る

必

要

が

生

じ

る

こ

と

に

な

る

。

　

そ

し

て

、

そ

の

利

益

に

は

、

多

く

の

租

税

が

課

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

り

、

そ

の

租

税

は

、

経

済

活

動

に

お

け

る

コ

ス

ト

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

し

か

し

、

そ

の

租

税

は

、

他

の

コ

ス

ト

と

異

な

っ

て

、

直

接

的

対

価

を

伴

わ

な

い

も

の

で

あ

る

。

さ

す

れ

ば

、

通

常

の

経

済

行

動

に

お

い

て

は

、

当

該

コ

ス

ト

の

最

小

化

を

図

る

こ

と

は

当

然

で

あ

る

と

言

え

る

。

そ

し

て

、

関

係

法

令

の

解

釈

に

幅

が

あ

る

た

め

、

当

該

コ

ス

ト

の

最

小

化

を

図

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

そ

れ

ら

が

税

務

上

否

認

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

と

、

か

え

っ

て

コ

ス

ト

が

増

大

す

る

の

で

、

そ

う

な

ら

な

い

よ

う

に

対

応

す

る

。

　

他

方

、

課

税

庁

は

、

そ

の

存

在

自

体

が

、

租

税

収

入

の

確

保

と

課

税

の

公

平

を

職

務

に

し

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

租

税

法

律

主

義

の

合

法

性

の

原

則

に

よ

れ

ば

、

課

税

庁

に

は

、

課

税

要

件

を

充

足

し

て

い

る

限

り

、

租

税

の

減

免

の

自

由

は

な

く

、

ま

た

、

租

税

を

徴

収

し

な

い

自

由

も

な

く

、

法

律

で

定

め

ら

れ

た

と

お

り

の

税

額

を

徴

収

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

が

要

請

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

こ

と

は

、

前

述

の

租

税

収

入

の

確

保

と

課

税

の

公

平

を

図

る

と

い

う

職

務

と

重

な

る

こ

と

に

な

る

は

ず

で

あ

る

。

　

そ

も

そ

も

、

租

税

が

国

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

た

め

に

必

要

な

財

源

で

あ

る

以

上

、

そ

の

調

達

を

円

滑

に

す

る

た

め

に

課

税

庁

が

存

在

す

る

こ

と

も

、

租

税

を

執

行

す

る

た

め

の

当

然

の

理

で

あ

る

と

言

え

る

こ

と

に

な

る

。

　

さ

す

れ

ば

、

前

述

の

納

税

者

の

租

税

コ

ス

ト

の

最

小

化

と

課

税

庁

の

租

税

収

入

の

確

保

・

課

税

の

公

平

の

維

持

と

は

、

互

い

に

対

立

す

る

こ

と

は

必

然

の

こ

と

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

も

そ

も

、

租

税

法

律

主

義

の

内

容

の

一

つ

と

し

て

、

適

正

争

訟

手

続

の

原

則

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

そ

の

こ

と

は

、

租

税

法

の

執

行

に

お

い

て

納

税

者

と

課

税

庁

が

対

立

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

る

と

も

言

え

る

。

　

そ

う

で

あ

っ

て

も

、

納

税

者

と

課

税

庁

の

対

立

関

係

が

法

廷

の

場

で

し

か

解

決

で

き

な

い

と

い

う

の

も

、

寂

し

い

話

で

あ

り

、

租

税

法

律

主

義

が

保

障

す

る

真

の

予

測

可

能

性

も

か

な

わ

な

い

こ

と

に

な

る

。

そ

こ

で

、

両

者

と

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

を

理

解

し

た

上

で

、

納

税

者

は

、

経

済

行

動

に

お

い

て

租

税

法

が

予

定

し

て

い

る

適

法

性

の

順

守

に

努

め

、

課

税

庁

は

、

執

行

（

通

達

）

に

お

い

て

課

税

要

件

の

明

確

化

に

努

め

、

両

者

の

対

立

の

最

小

化

に

努

め

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

　今回は電子帳簿保存法の
３回目として、「電子取引保存」の

取り扱いを説明します。

　以前は電子帳簿保存法の適用はすべて任意でしたが、令和３

年度の税制改正でこの「電子取引保存」のみ義務化とされまし

た。対象となる納税者は「所得税（源泉徴収に係る所得税を除

く）及び法人税に係る保存義務者（電帳法７条）」ですので、

ほとんどの事業者が対象となります。

　―電子取引保存―

　保存の対象となるのは、電子メールの添付ファイルで受領す

る請求書や、ＷＥＢ上でしか明細を確認できない取引明細など、

紙が介在しない取引記録の全てです。これらをデータで保存す

ることの義務化ですので、印刷して保管していても帳簿書類の

保存義務を満たしたことにはなりません。加えて、他の電子帳

簿保存法と同じ「検索要件」と、以下のうちのいずれかの「真

実性要件」を満たしてデータで保存するのが原則です。

　①タイムスタンプが付されたデータの授受か、自身で受領後

にタイムスタンプを付すこと

　②訂正削除の履歴が残る（あるいは訂正削除できない）シス

テムで保存をすること

　③「訂正削除防止事務処理規程」を作成して、その規程に沿

った保存をすること

　これらのうち、①②の方法については、前回のスキャナ保存

で取り上げたように、有償で外部のサービスを利用する必要が

あるため、③の規程を設ける方法を選択する事業者が大半と考

えられます。

　ただし、対応しきれない事業者が多数いることも想定されて

いたため、令和５年末までは、やむを得ない事情がある場合に

限り適用を見送ることが出来る措置が講じられ、さらにこの措

置が終了する令和６年以降においても、一定の条件に該当する

事業者について、下記のように要件を緩和する改正が施されて

います。

【検索要件が不要となる事業者（次のいずれかに該当すれば適

用可）】

　・基準期間の売上高が５０００万円以下の事業者

　・電子取引データを出力保存し、日付・取引先ごと等に整理

されていて、随時これらを掲示・提出することが可能な事業者

【検索要件及び真実性要件のどちらも不要となる事業者】

　・電子取引保存が未対応であることにつき相当の理由（例え

ばシステムや社内のワークフロー等の整備が間に合わないなど

の事情）があると認められる事業者

　これらの緩和措置については、いずれも税務調査時のデータ

提供等が条件となります。また、あくまで保存要件が緩和され

るだけで、電子取引のデータでの保存義務はなくなりませんの

で、まずは電子取引をデータ保存することの徹底が必要です。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

施

行

に

伴

う

税

額

計

算

の

特

例

（

２

割

特

例

）

終

了

後

は

、

簡

易

課

税

適

用

事

業

者

の

一

層

の

増

加

が

見

込

ま

れ

る

。

　

本

書

で

は

、

２

割

特

例

及

び

そ

の

終

了

後

の

実

務

に

関

す

る

解

説

、

事

故

事

例

と

ア

ド

バ

イ

ス

８

事

例

の

ほ

か

、

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

を

�

問

、

事

業

区

分

判

定

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

を

�

問

収

録

。

ま

た

、

基

本

通

達

・

経

理

通

達

の

抜

本

改

正

、

日

本

標

準

産

業

分

類

の

改

定

に

対

応

し

た

大

幅

改

訂

版

と

し

て

、

研

修

テ

キ

ス

ト

に

も

最

適

の

一

冊

。

　

第

１

編

「

消

費

税

の

概

要

」

で

は

消

費

税

の

課

税

の

対

象

、

納

税

義

務

者

と

納

税

義

務

の

成

立

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

、

課

税

標

準

と

税

率

、

税

額

控

除

等

な

ど

、

第

２

編

「

簡

易

課

税

制

度

」

で

は

そ

の

内

容

、

簡

易

課

税

制

度

に

よ

る

仕

入

控

除

税

額

の

計

算

、

事

業

区

分

の

判

定

事

例

（

取

引

内

容

か

ら

み

た

事

業

区

分

）

な

ど

を

解

説

。

　

税

額

計

算

の

手

順

や

主

要

届

出

書

の

記

載

例

を

収

録

し

た

ほ

か

、

多

様

な

業

種

名

や

取

引

が

探

し

や

す

い

よ

う

索

引

も

充

実

。

　

ミ

ス

と

リ

ス

ク

を

徹

底

排

除

す

る

た

め

、

２

割

特

例

の

終

了

を

控

え

た

事

業

者

に

は

必

携

の

書

。

　

Ｂ

５

判

、

４

８

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

９

７

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

一

括

払

い

さ

れ

た

金

型

等

相

当

額

に

つ

い

て

、

同

額

の

負

担

に

係

る

契

約

の

法

的

性

質

等

か

ら

す

れ

ば

�

か

月

に

わ

た

り

収

益

計

上

し

た

請

求

人

の

会

計

処

理

は

公

正

処

理

基

準

に

適

合

す

る

と

判

断

し

た

。

　

審

査

請

求

人

が

、

発

注

者

の

依

頼

に

よ

る

部

品

製

造

に

使

用

す

る

金

型

等

の

製

作

費

用

相

当

額

と

し

て

発

注

者

か

ら

支

払

わ

れ

た

金

銭

を

、

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

か

ら

�

か

月

の

分

割

で

益

金

の

額

に

算

入

し

て

い

た

。

こ

れ

に

対

し

て

原

処

分

庁

が

、

発

注

者

か

ら

請

求

人

が

製

作

費

用

相

当

額

を

受

け

取

っ

た

時

点

で

全

額

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

で

あ

る

と

し

て

法

人

税

等

の

更

正

処

分

等

を

し

た

た

め

、

請

求

人

が

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

会

計

処

理

を

公

正

処

理

基

準

に

適

合

す

る

と

判

断

し

、

処

分

は

違

法

だ

っ

た

と

し

て

す

べ

て

取

り

消

し

た

（

令

和

５

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

Ａ

社

を

主

た

る

取

引

先

と

し

て

部

品

の

製

造

お

よ

び

販

売

等

の

事

業

を

営

む

株

式

会

社

。

設

立

以

来

Ａ

社

か

ら

注

文

を

受

け

た

部

品

を

製

造

し

て

Ａ

社

に

販

売

し

て

お

り

、

Ａ

社

と

部

品

に

係

る

購

買

基

本

契

約

を

締

結

し

て

い

た

。

請

求

人

は

Ａ

社

か

ら

注

文

を

受

け

た

部

品

の

製

造

開

始

に

当

た

り

、

専

ら

そ

の

部

品

を

製

造

す

る

た

め

に

使

用

す

る

金

型

、

治

具

お

よ

び

検

具

（

金

型

等

）

を

つ

ど

製

作

し

て

い

た

。

　

両

者

は

、

平

成

�

年

９

月

に

本

件

基

本

契

約

に

関

す

る

覚

書

を

取

り

交

わ

し

、

請

求

人

が

所

有

権

を

有

す

る

金

型

等

に

つ

い

て

、

両

者

が

合

意

し

た

製

作

費

用

相

当

額

（

金

型

等

相

当

額

）

を

Ａ

社

負

担

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

、

そ

の

支

払

方

法

を

、

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

ま

た

は

金

型

等

相

当

額

の

合

意

が

さ

れ

た

月

の

い

ず

れ

か

遅

い

月

の

翌

月

か

ら

�

回

の

月

額

均

等

分

割

払

（

均

等

分

割

払

方

式

）

と

す

る

こ

と

で

合

意

し

た

。

な

お

、

両

者

は

�

年

９

月

に

本

件

基

本

契

約

書

を

取

り

交

わ

し

、

均

等

分

割

払

方

式

に

よ

る

金

型

等

相

当

額

の

支

払

開

始

を

、

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

の

翌

月

か

ら

と

す

る

こ

と

を

合

意

し

た

。

　

そ

の

後

、

Ａ

社

は

令

和

２

年

４

月

に

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

感

染

拡

大

に

伴

う

緊

急

支

援

策

と

し

て

、

請

求

人

を

含

め

た

取

引

先

に

Ａ

社

が

支

払

を

終

え

て

い

な

い

均

等

分

割

払

方

式

に

よ

る

支

払

が

継

続

中

の

金

型

等

相

当

額

の

残

額

に

つ

い

て

、

一

括

払

を

希

望

す

る

場

合

に

は

一

括

し

て

支

払

う

旨

の

案

内

を

し

た

。

請

求

人

は

、

こ

れ

を

受

け

て

、

残

額

（

本

件

残

額

一

括

払

費

）

に

消

費

税

等

の

額

を

加

え

た

金

額

の

一

括

払

を

希

望

す

る

旨

の

要

望

書

と

請

求

書

を

提

出

し

た

。

そ

し

て

、

請

求

人

は

Ａ

社

か

ら

２

年

４

月

�

日

に

約

７

億

３

９

３

２

万

円

を

受

領

し

た

。

　

ま

た

、

Ａ

社

は

、

請

求

人

を

含

め

た

取

引

先

に

対

し

、

コ

ロ

ナ

禍

に

よ

り

経

営

に

影

響

を

受

け

た

取

引

先

の

支

援

策

と

し

て

、

２

年

度

は

取

引

先

が

特

に

均

等

分

割

払

方

式

に

よ

る

支

払

の

継

続

を

希

望

す

る

場

合

以

外

は

、

新

規

に

契

約

が

成

立

し

た

金

型

等

に

係

る

金

型

等

相

当

額

（

新

機

種

金

型

等

費

）

を

一

括

払

す

る

旨

の

案

内

を

し

た

。

こ

れ

に

伴

い

、

請

求

人

は

Ａ

社

か

ら

複

数

の

タ

イ

ミ

ン

グ

で

新

機

種

金

型

等

費

に

消

費

税

等

の

額

を

加

え

た

金

額

（

新

機

種

金

型

等

費

（

税

抜

き

）

の

合

計

金

額

を

本

件

新

規

一

括

払

費

）

を

受

領

し

た

。

　

請

求

人

の

会

計

処

理

　

請

求

人

は

、

①

金

型

等

相

当

額

の

支

払

方

法

が

均

等

分

割

払

方

式

で

あ

っ

た

と

き

は

、

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

か

ら

�

回

に

わ

た

り

、

各

月

の

翌

月

に

支

払

わ

れ

る

金

額

を

収

益

に

計

上

、

②

本

件

残

額

一

括

払

費

に

つ

い

て

は

、

２

年

４

月

の

入

金

日

に

均

等

分

割

払

方

式

の

際

と

同

様

に

均

等

に

分

割

し

て

収

益

に

計

上

し

、

残

り

は

前

受

金

勘

定

ま

た

は

長

期

前

受

金

勘

定

に

計

上

し

た

上

で

、

同

年

５

月

以

降

、

本

件

残

額

一

括

払

費

を

均

等

に

分

割

し

た

額

を

、

毎

月

末

日

に

金

型

売

上

勘

定

に

振

り

替

え

て

収

益

に

計

上

、

③

本

件

新

規

一

括

払

費

に

つ

い

て

は

各

入

金

日

に

前

受

金

勘

定

お

よ

び

長

期

前

受

金

勘

定

に

計

上

し

た

上

で

、

�

回

で

均

等

分

割

し

た

額

を

、

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

か

ら

�

回

に

わ

た

り

、

毎

月

末

日

に

金

型

売

上

勘

定

に

振

り

替

え

て

収

益

に

計

上

し

て

い

た

。

ま

た

、

④

金

型

等

の

製

作

費

用

は

棚

卸

資

産

と

し

て

計

上

し

、

部

品

の

量

産

開

始

の

時

点

で

固

定

資

産

に

振

り

替

え

た

後

、

量

産

開

始

日

を

基

準

に

法

定

耐

用

年

数

（

金

型

２

年

、

治

具

３

年

、

検

具

５

年

）

で

定

額

法

に

よ

り

算

出

し

た

減

価

償

却

費

を

製

造

原

価

に

含

め

て

計

上

し

て

お

り

、

本

件

一

括

払

費

を

受

領

し

て

か

ら

も

、

そ

の

会

計

処

理

を

継

続

し

て

い

た

。

審

判

所

の

判

断

　

原

処

分

庁

は

、

請

求

人

が

発

注

者

か

ら

�

回

の

月

額

均

等

分

割

払

で

受

領

し

、

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

か

ら

�

か

月

に

分

割

し

て

毎

月

月

末

に

収

益

に

計

上

し

て

い

た

請

求

人

が

所

有

権

を

有

す

る

金

型

等

の

金

型

等

相

当

額

に

つ

い

て

、

契

約

の

変

更

に

よ

り

一

括

で

受

領

し

て

お

り

、

請

求

人

が

受

領

し

た

時

点

で

請

求

人

の

管

理

支

配

下

に

置

か

れ

所

得

が

実

現

し

た

と

し

て

、

金

型

等

相

当

額

を

受

領

し

た

日

の

属

す

る

事

業

年

度

に

全

額

を

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

旨

主

張

す

る

。

　

し

か

し

、

金

型

等

相

当

額

の

負

担

に

係

る

請

求

人

と

発

注

者

と

の

契

約

の

法

的

性

質

お

よ

び

当

該

契

約

に

係

る

各

役

務

の

特

質

か

ら

す

れ

ば

、

請

求

人

が

受

領

し

た

金

型

等

相

当

額

は

請

求

人

か

ら

発

注

者

に

対

し

、

継

続

的

に

日

々

提

供

さ

れ

る

役

務

に

応

じ

て

、

１

か

月

を

単

位

と

し

て

対

価

が

支

払

わ

れ

る

約

定

に

基

づ

き

、

各

月

末

日

の

経

過

ご

と

に

�

回

に

わ

た

り

、

過

去

１

か

月

分

の

役

務

に

対

す

る

対

価

と

し

て

代

金

が

確

定

し

、

そ

の

支

払

期

日

を

翌

月

と

す

る

発

注

者

と

請

求

人

と

の

間

の

契

約

に

基

づ

き

支

払

わ

れ

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

。

　

ま

た

、

金

型

等

相

当

額

の

支

払

に

関

す

る

基

本

契

約

書

の

条

項

が

変

更

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

部

品

の

量

産

開

始

日

を

含

む

月

か

ら

�

回

に

わ

た

り

、

毎

月

末

日

に

収

益

に

計

上

し

た

会

計

処

理

は

一

般

に

公

正

妥

当

と

認

め

ら

れ

る

会

計

処

理

の

基

準

（

公

正

処

理

基

準

）

に

適

合

す

る

も

の

で

、

一

括

で

受

領

し

た

金

型

等

相

当

額

の

全

額

を

受

領

し

た

日

の

属

す

る

事

業

年

度

の

益

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　特定業務委託事業者は、検査

をするかどうかを問わず、発注

した物品等を受領した日から起

算して�日以内のできる限り短

い期間内で、報酬の支払期日を

定めてそれまでに支払わなけれ

ばならないとされています。

　この�日のカウントの仕方

は、起算日を１日目として考え

ます。７月１日に発注した物品

等を受領した場合は、同日が起

算日として１日目となり、�日

目は８月�日となります。

　次に、月単位の締切制度です。

１か月に納期が何回もある取引

の場合、複数の納期分の支払を

月ごとにまとめて、毎月の特定

日に支払うことも可能です。た

だし、この場合でも、支払期日

は物品等を受領した日から�日

以内となります。月末を締日に

する場合は、翌月の末日までに

支払期日を定めることになりま

す。なお、�日の月が入ることに

より、報酬の支払が�日目また

は�日目となることがあります

が、フリーランス保護法では、�

日以内を２か月以内として運用

されるため、問題はありません。

　支払期日を定めなかった場合

等の支払期日は、①当事者間で

支払期日を定めなかったとき…

物品等を実際に受領した日、②

物品等を受領した日から起算し

て�日を超えて定めたとき…受

領した日から起算して�日を経

過した日の前日となります。

　次に、取引の類型ごとの起算

日の考え方です。物品の製造を

委託した場合の起算日は、検査

をするかを問わず、給付の物品

を受け取り、自己の占有下に置

いた日となります。特定業務委

託事業者の検査員が、特定受託

事業者の事務所等に出張して検

査を行うような場合には、当該

検査員が検査を開始した日が起

算日となります。

　デザインやプログラムといっ

た情報成果物の作成を委託した

場合は、情報成果物を記録した

電磁的記録媒体を受け取り、自

己の占有下に置いた日が起算日

となります。情報成果物をメー

ルで送信する場合は、メールを

受け取った日となります。

　なお、情報成果物の作成委託

では例外があります。例えば、

デザインの作成過程で、内容の

確認や指示のためにデザインデ

ータを一時的に自己の支配下に

置いたとしても、直ちに受領し

たものと取り扱わないとするこ

とが可能となっています。

　役務の提供を委託した場合

は、個々の役務の提供を受けた

日が起算日となります。役務の

提供に日数を要する場合（一つ

の役務の提供に日をまたぐ場

合）は、役務が完了した日が起

算日となります。

　ただし、個々の役務が連続し

て提供される役務であって、取

引条件の明示において月単位の

締切制度で支払うことを記載す

るなど一定の要件を満たす場合

には、月単位で設定された締切

対象期間の末日に当該役務が提

供されたものとして取り扱い、

当該日から起算して�日（２か

月）以内に報酬を支払うことが

認められる例外があります。

　

税

法

学

に

独

特

な

問

題

が

あ

る

。

そ

れ

は

巨

大

な

論

点

と

い

え

る

。

全

て

の

税

法

規

定

の

解

釈

の

基

礎

に

な

る

か

ら

だ

。

　

ひ

と

言

で

い

え

ば

、

税

法

解

釈

の

あ

り

方

で

あ

る

。

税

法

の

解

釈

方

法

と

い

う

こ

と

も

で

き

る

。

所

得

税

法

、

法

人

税

法

、

相

続

税

法

、

消

費

税

法

、

税

目

を

問

わ

ず

、

税

法

規

定

の

解

釈

が

ど

う

行

わ

れ

る

べ

き

か

の

問

題

を

捉

え

た

総

称

で

あ

る

。

　

答

え

は

、

文

理

解

釈

が

重

要

で

あ

る

―

と

い

う

こ

と

で

、

税

法

の

現

在

地

は

落

ち

着

い

て

い

る

よ

う

に

も

み

え

る

。

租

税

法

律

主

義

が

あ

る

以

上

、

課

税

要

件

法

の

法

解

釈

が

他

の

法

分

野

の

よ

う

に

、

規

定

が

定

め

ら

れ

た

立

法

趣

旨

か

ら

自

由

に

拡

大

・

縮

小

さ

れ

た

り

、

規

定

が

な

い

の

に

似

て

る

か

ら

と

類

推

さ

れ

た

り

す

る

こ

と

は

、

基

本

的

に

許

さ

れ

な

い

。

　

こ

の

考

え

方

は

、

税

法

の

規

定

に

あ

る

言

葉

と

文

章

を

重

視

す

る

。

文

理

と

は

、

ほ

ぼ

条

文

に

記

載

さ

れ

た

「

文

言

（

も

ん

ご

ん

）

」

と

い

っ

て

よ

い

。

文

言

を

厳

格

に

解

釈

し

な

け

れ

ば

、

課

税

要

件

の

法

定

を

要

求

し

、

恣

意

的

な

課

税

を

排

除

し

よ

う

と

し

た

租

税

法

律

主

義

が

、

骨

抜

き

さ

れ

て

し

ま

う

と

い

う

こ

と

だ

。

　

文

理

解

釈

の

原

則

は

、

一

般

の

法

令

と

は

、

レ

ベ

ル

違

い

の

強

さ

で

求

め

ら

れ

る

。

こ

れ

は

、

「

厳

格

解

釈

の

要

請

」

と

、

税

法

学

で

は

呼

ば

れ

て

い

る

。

　

こ

れ

に

真

っ

向

か

ら

反

論

す

る

わ

け

で

は

な

く

、

し

か

し

正

当

な

疑

問

を

投

げ

か

け

る

の

が

、

占

部

税

法

学

で

あ

る

。

占

部

先

生

は

膨

大

な

ペ

ー

ジ

数

を

誇

る

研

究

書

（

本

書

）

の

な

か

で

、

文

理

解

釈

の

重

要

性

を

説

く

。

し

か

し

、

そ

の

捉

え

方

が

、

他

の

税

法

学

者

と

は

、

少

し

異

な

る

。

　

「

文

理

」

と

は

何

も

規

定

の

文

言

だ

け

で

は

な

い

で

し

ょ

う

―

と

い

う

提

言

で

あ

る

。

文

理

解

釈

の

重

要

性

は

通

説

と

同

じ

で

も

、

内

容

が

文

言

に

限

ら

れ

な

い

点

に

、

占

部

先

生

の

見

解

の

特

色

が

あ

る

。

　

税

法

規

定

も

、

当

然

な

が

ら

必

ず

目

的

を

持

っ

て

定

め

ら

れ

て

い

る

。

そ

う

で

あ

こ

う

で

い

れ

ば

、

文

言

だ

け

に

拘

泥

す

る

の

で

は

な

く

、

ど

ん

な

趣

旨

目

的

で

つ

く

ら

れ

た

の

か

も

含

め

、

「

規

定

の

文

理

」

を

読

み

解

く

べ

き

で

は

な

い

の

か

。

　

な

る

ほ

ど

、

こ

の

よ

う

な

考

え

方

は

、

税

法

以

外

の

法

分

野

で

は

、

む

し

ろ

当

然

だ

と

賛

同

さ

れ

る

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

。

実

際

、

憲

法

、

民

法

、

刑

法

、

商

法

、

民

事

訴

訟

法

、

刑

事

訴

訟

法

と

い

う

六

法

の

勉

強

を

し

て

法

曹

資

格

を

得

た

わ

た

し

に

は

、

税

務

訴

訟

か

ら

税

法

を

知

っ

た

こ

と

で

、

あ

る

疑

問

が

わ

い

て

い

た

。

　

な

ぜ

、

税

法

だ

け

文

理

解

釈

を

異

様

に

強

調

す

る

の

か

。

他

の

法

分

野

で

も

、

原

則

と

し

て

文

理

解

釈

を

す

べ

き

な

の

は

当

然

で

あ

る

。

税

法

は

そ

の

原

則

に

異

常

に

拘

る

。

趣

旨

目

的

す

ら

考

慮

す

る

こ

と

を

原

則

と

し

て

拒

絶

し

、

文

言

を

絶

対

視

す

る

。

こ

の

疑

問

を

検

討

し

た

の

が

拙

論

文

「

税

法

解

釈

の

あ

り

方

―

文

理

解

釈

は

正

し

い

の

か

」

青

山

法

学

論

集

�

巻

２

号

（

２

０

１

６

年

）

�

頁

で

あ

る

。

　

毎

年

改

正

の

あ

る

税

法

の

特

殊

性

と

、

租

税

法

律

主

義

の

重

要

性

が

あ

る

か

ら

、

や

は

り

文

理

解

釈

の

原

則

に

た

ど

り

着

く

。

税

法

は

単

純

そ

う

で

、

奥

が

深

い

。

　

先

生

に

は

膨

大

な

数

の

論

文

が

あ

る

が

、

常

に

丁

寧

な

論

述

で

言

葉

を

尽

く

さ

れ

る

。

文

理

と

は

何

か

を

追

求

し

続

け

た

著

者

に

よ

る

、

圧

巻

の

研

究

書

で

あ

る

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

財

務

省

・

国

税

庁

の

７

月

５

日

付

の

人

事

異

動

で

大

阪

国

税

局

長

に

就

任

し

た

木

村

秀

美

氏

（

関

東

信

越

国

税

局

長

）

が

こ

の

ほ

ど

、

就

任

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

大

阪

局

の

局

長

に

女

性

が

就

任

す

る

の

は

木

村

局

長

が

初

め

て

。

令和６年度課税における市町村民税控除額の多い�団体

団体名

市町村民税

控除額

控除

適用者数

１ 横浜市 ３０４億６７００万円 �万９２６７人

２ 名古屋市 １７６億５４００万円 �万５１６３人

３ 大阪市 １６６億５５００万円 �万９９２２人

４ 川崎市 １３５億７８００万円 �万７６１６人

５

東京都

世田谷区

１１０億２８００万円 �万６８１２人

６ さいたま市 １００億６９００万円 �万５６９４人

７ 福岡市 �億５１００万円 �万７４５０人

８ 神戸市 �億６４００万円 �万９６９２人

９ 札幌市 �億７４００万円 �万４３２９人

� 京都市 �億４３００万円 �万９０６２人

　

会

見

で

木

村

局

長

は

、

「

税

務

行

政

は

申

告

納

税

制

度

で

成

り

立

っ

て

い

る

。

よ

り

良

い

納

税

環

境

を

整

え

る

手

法

と

し

て

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

（

Ｄ

Ｘ

）

を

進

め

、

納

税

者

の

利

便

性

向

上

に

努

め

る

」

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

ま

た

、

酒

類

業

の

活

性

化

や

輸

出

促

進

を

図

る

た

め

に

、

「

令

和

７

年

４

月

か

ら

開

催

さ

れ

る

大

阪

・

関

西

万

博

は

近

畿

２

府

４

県

の

酒

類

を

世

界

に

向

け

て

Ｐ

Ｒ

で

き

る

絶

好

の

チ

ャ

ン

ス

と

捉

え

、

関

係

機

関

と

連

携

し

て

積

極

的

に

取

り

組

む

」

と

し

、

「

西

日

本

の

セ

ン

タ

ー

局

の

ト

ッ

プ

と

し

て

組

織

を

ま

と

め

上

げ

、

十

分

に

職

責

を

果

た

し

て

い

く

所

存

」

と

述

べ

た

。

　

木

村

秀

美

（

き

む

ら

・

ひ

で

み

）

氏

の

略

歴

　

平

成

２

年

大

蔵

省

入

省

。

９

年

、

藤

枝

税

務

署

長

。

�

年

、

東

京

国

税

局

課

税

第

一

部

長

。

令

和

２

年

、

国

税

庁

長

官

官

房

審

議

官

（

酒

税

等

担

当

）

。

３

年

、

国

税

庁

調

査

査

察

部

長

、

５

年

、

関

東

信

越

国

税

局

長

を

経

て

現

職

。

東

京

都

出

身

。

　

神

奈

川

・

相

模

原

税

務

署

（

加

々

美

幸

和

署

長

）

は

７

月

�

日

、

地

元

の

「

上

溝

夏

祭

り

」

に

参

加

し

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

上

溝

夏

祭

り

は

、

２

０

０

年

以

上

の

歴

史

が

あ

り

、

本

格

的

な

夏

の

訪

れ

を

告

げ

る

地

元

の

風

物

詩

と

な

っ

て

い

る

。

　

当

日

は

、

加

々

美

署

長

を

は

じ

め

同

署

幹

部

が

参

加

。

　

神

輿

と

山

車

が

一

堂

に

会

し

、

来

場

者

の

熱

気

に

包

ま

れ

る

中

、

署

幹

部

は

、

公

益

社

団

法

人

相

模

原

法

人

会

（

新

倉

裕

会

長

）

の

ブ

ー

ス

前

で

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

」

と

「

ダ

イ

レ

ク

ト

と

納

付

」

の

周

知

カ

ー

ド

を

入

れ

た

ポ

ケ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

を

多

く

の

来

場

者

に

配

布

し

、

広

く

Ｐ

Ｒ

し

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

（

荒

井

喜

和

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

北

広

島

市

の

エ

ル

ム

パ

ー

ク

西

の

里

に

て

「

第

�

回

チ

ャ

リ

テ

ィ

ー

パ

ー

ク

ゴ

ル

フ

大

会

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

晴

天

の

も

と

�

人

が

参

加

し

、

北

海

道

で

は

お

な

じ

み

の

パ

ー

ク

ゴ

ル

フ

で

あ

る

が

、

初

め

て

パ

ー

ク

ゴ

ル

フ

を

し

た

と

い

う

参

加

者

も

お

り

、

チ

ー

ム

の

メ

ン

バ

ー

に

教

え

て

も

ら

い

な

が

ら

楽

し

い

汗

を

流

し

た

。

　

大

会

終

了

後

は

、

表

彰

式

と

昼

食

会

を

行

い

、

ジ

ン

ギ

ス

カ

ン

を

囲

み

な

が

ら

親

睦

を

深

め

た

。

　

こ

の

大

会

は

、

能

登

半

島

災

害

復

興

支

援

金

と

し

て

の

寄

付

金

を

集

め

る

目

的

で

行

わ

れ

、

チ

ャ

リ

テ

ィ

ー

パ

ー

ク

ゴ

ル

フ

で

集

ま

っ

た

募

金

は

後

日

、

日

本

赤

十

字

社

へ

寄

付

を

し

た

。

　

財

務

省

・

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

広

島

国

税

局

長

に

就

任

し

た

郷

敦

氏

（

国

税

庁

長

官

官

房

人

事

課

長

）

は

７

月

�

日

、

広

島

市

中

区

の

同

局

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

郷

局

長

は

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

推

進

に

触

れ

な

が

ら

「

あ

ら

ゆ

る

税

務

手

続

き

が

税

務

署

に

行

か

な

く

て

も

済

む

よ

う

に

ユ

ー

ザ

ー

イ

ン

タ

ー

フ

ェ

ー

ス

の

使

い

勝

手

を

さ

ら

に

改

善

し

て

い

き

た

い

」

と

述

べ

る

と

と

も

に

、

「

デ

ジ

タ

ル

技

術

を

活

用

し

課

税

・

徴

収

の

効

率

化

・

高

度

化

を

図

り

、

組

織

と

し

て

の

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

の

最

大

化

を

目

指

す

」

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

郷

敦

（

ご

う

・

お

さ

む

）

氏

の

略

歴

　

平

成

７

年

大

蔵

省

（

現

財

務

省

）

入

省

。

岐

阜

県

総

務

部

長

、

復

興

庁

統

括

官

付

参

事

官

、

国

税

庁

課

税

部

酒

税

課

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

４

年

７

月

か

ら

同

庁

長

官

官

房

人

事

課

長

。

�

歳

。

東

京

都

出

身

。

　

総

務

省

が

２

日

に

発

表

し

た

令

和

５

年

度

分

の

ふ

る

さ

と

納

税

に

関

す

る

現

況

調

査

結

果

で

は

、

ふ

る

さ

と

納

税

に

係

る

住

民

税

控

除

の

適

用

状

況

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

５

年

度

分

の

ふ

る

さ

と

納

税

を

踏

ま

え

た

、

６

年

度

課

税

の

住

民

税

控

除

額

（

都

道

府

県

分

と

市

町

村

分

の

合

計

）

は

前

年

比

�

・

９

％

増

の

７

６

８

２

億

３

１

０

０

万

円

、

控

除

適

用

者

数

は

�

％

増

の

１

０

０

０

万

２

０

０

０

人

と

、

と

も

に

過

去

最

高

と

な

っ

た

。

こ

の

額

は

本

来

、

住

民

税

が

納

め

ら

れ

る

は

ず

だ

っ

た

自

治

体

に

と

っ

て

は

流

出

し

た

税

収

と

な

る

。

　

６

年

度

課

税

に

お

け

る

市

町

村

民

税

控

除

額

の

多

い

上

位

�

団

体

（

市

区

町

村

）

と

、

そ

の

控

除

適

用

者

数

は

表

の

と

お

り

。

　

１

位

の

横

浜

市

の

今

年

１

月

時

点

の

人

口

が

約

３

７

７

万

人

な

の

で

、

控

除

適

用

者

数

が

�

万

人

超

に

上

る

と

い

う

こ

と

は

、

市

の

人

口

の

�

人

に

１

人

を

超

え

る

人

が

ふ

る

さ

と

納

税

を

行

っ

た

こ

と

に

な

る

。

　

都

道

府

県

単

位

（

都

道

府

県

分

と

域

内

の

市

町

村

分

の

合

計

）

で

み

る

と

、

流

出

額

が

最

も

多

か

っ

た

の

は

東

京

都

で

約

１

８

９

９

億

円

だ

っ

た

。

　

　

な

お

、

こ

う

し

た

市

町

村

で

あ

っ

て

も

、

ふ

る

さ

と

納

税

に

よ

る

市

町

村

民

税

の

流

失

に

対

し

て

、

地

方

交

付

税

の

交

付

団

体

に

は

�

％

を

国

が

補

て

ん

す

る

仕

組

み

が

あ

る

。

　

横

浜

市

は

６

年

度

の

普

通

交

付

税

の

交

付

等

で

交

付

団

体

と

な

っ

て

い

る

の

で

、

流

出

額

の

�

％

は

補

て

ん

さ

れ

る

。

　

他

方

、

不

交

付

団

体

に

は

そ

の

よ

う

な

仕

組

み

が

な

く

、

２

位

の

名

古

屋

市

は

６

年

度

に

不

交

付

団

体

と

な

っ

て

い

る

た

め

、

ふ

る

さ

と

納

税

に

よ

る

市

町

村

民

税

の

実

質

的

な

流

出

額

（

寄

附

受

入

に

よ

る

流

入

額

は

考

慮

せ

ず

）

が

全

国

で

最

も

大

き

い

市

町

村

は

名

古

屋

市

と

な

る

。

　

た

だ

、

名

古

屋

市

は

ふ

る

さ

と

納

税

の

受

入

額

が

約

１

１

７

億

円

で

全

国

７

位

に

食

い

込

ん

で

い

る

。

交

付

税

に

よ

る

補

て

ん

と

と

も

に

、

受

入

額

も

考

慮

し

た

上

で

の

実

質

的

な

流

出

額

と

い

う

意

味

で

は

、

同

じ

く

６

年

度

の

不

交

付

団

体

で

あ

る

４

位

の

川

崎

市

（

３

位

の

大

阪

市

は

交

付

団

体

）

の

方

が

名

古

屋

市

よ

り

も

多

く

な

る

可

能

性

が

あ

る

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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